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抄　　録
わが国では少子高齢化のさらなる進展に伴い，在宅での輸血医療は増加す

ると考えられ，それは東京都においても例外ではない。しかし，東京都赤十
字血液センターでは在宅輸血の状況把握はされていなかったことから，その
現状について調査を行った。調査対象は平成28年度に在宅輸血の実績が確
認された19医療機関で，調査方法は医薬情報担当者の個別訪問による聞き
取り調査を基本とした。在宅輸血実施医療機関の全施設で赤血球製剤の輸血
が行われ，約半数では血小板製剤の使用経験があった。すべての施設で１回
以上の血液型確認および交差適合試験が行われており，製剤保管等に関して
も注意が払われていた。しかし，輸血中の患者観察では，輸血中に医療従事
者が不在になる時間があり，学会が提唱する患者付添人の必要性を感じた。
また輸血用血液製剤の供給実績のない訪問看護ステーションが在宅輸血実施
に関与することも判明した。
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【はじめに】
在宅医療が推進されていく中で，在宅での輸血

医療は増加していくと考えられる。厚生労働省が
公表した「地域医療構想」の分析結果でも在宅医療
への移行が加速するとされており，東京都も例外
ではない1)。東京都赤十字血液センターでは，在
宅医療における輸血の状況を把握していなかった
ため，東京都の現状について調査を行ったので報
告する。

【対象および方法】
調査対象は平成28年度に輸血用血液製剤の供

給実績があった医療機関で，第15回東京都輸血
療法研究会で報告された在宅輸血実施医療機関2)

の14施設，在宅医療医院検索サイト「いしくる」3)

から情報を得た２施設および血液センターの新規
医療機関対応で在宅輸血の情報が得られた３施設
の計19施設とした。調査期間は平成29年６月〜
７月で，調査方法は医薬情報担当者の個別訪問に
よる聞き取りを基本とし，担当者全員が同じ情報
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を収集できるように聞き取り調査票を作成した
（図１）。設問内容は，山形県の実施例4)を参考に
19問とし，東京都輸血療法研究会が作成した「小
規模医療機関における輸血マニュアル」5)および

「輸血手帳」に関する認知度を加えた。

【結　　果】
調査対象19施設の内訳は，１施設が病院，18

施設は診療所であり，平成28年度の在宅輸血実
施医療機関に対する供給実績は赤血球製剤４単位
〜251単位であった。使用製剤の種類は，全19
施設において赤血球製剤が使用されており，血小
板製剤については11施設で使用経験があり，そ
のうち洗浄血小板製剤を使用した施設が１施設あ
った。表１に在宅輸血を実施した疾患名と理由を
示した。在宅輸血が必要となった主な疾患は，血

液疾患による貧血が最も多く15施設（79％），次
いで消化管や泌尿生殖器の出血による慢性貧血が
11施設（58％），血液疾患による血小板減少が８
施設（42％）であった。在宅輸血を実施した理由
は，患者からの希望が12施設（63％），医療連携
による依頼が11施設（58％），終末期医療のため
が９施設（47％）であった。なお，提携医療機関
の有無は，有りが14施設（74％）で，無しが５施
設（26％）であった。患者の血液型の確認回数は

「輸血療法の実施に関する指針」6)の通り２回実施
している施設が４施設（21％）と少なかったが，全
施設で少なくとも１回は血液型の確認がされてい
た。交差適合試験の実施は，自施設が１施設（５
％），外注等が18施設（95％）と全施設で行われて
いた。医療機関での製剤の保管方法と患者宅への
搬送方法を図２に示した。保管方法は，13施設（68

図１　聞き取り調査票

在宅輸血についての聞き取り調査 医療機関名： 年　　月　　日

　□ 赤血球製剤　□ 血漿製剤　□ 血漿製剤　 □ 洗浄赤血球　 　□ 輸血開始から　　分以内　□ 輸血開始から輸血終了
　□ 洗浄血小板　　※ 複数回答 　□ 輸血開始から輸血終了後　　分　□ 行っていない

　□ 血液疾患による貧血　□ 血液疾患による血小板減少　□ 慢性貧血 　□ 輸血開始から　　分以内　□ 輸血開始から輸血終了
　□ 消化管や泌尿生殖器の出血による慢性貧血　 　□ 輸血開始から輸血終了後　　分　□ 行っていない
　□ がん化学療法後の貧血または血小板減少　□ その他　※ 複数回答

　□ はい（どのくらいの時間か：　　　　　　　）　□ いいえ
　□ 病院まで距離が遠いため　□ 身体障害があり通院に支障があるため
　□ 終末期医療のため　□ 医療連携で病院より依頼されたため 　□ 家族が医師の携帯電話に連絡できるようにしている
　□ 患者からの希望　□ その他 　□ すぐに緊急搬送できるように、提携医療機関等に連絡をしている

　□ 医師がすぐ駆け付けられるよう、遠方の患者宅を訪問することを避ける
　□ はい（医療機関名：　　　　　）　□ いいえ 　□ 緊急用の薬剤等を患者宅に置く　□ その他（　　　　　　　）

　□ 1回のみ　□ 2回　□ 行っていない 　□ 医師　□ 看護師　□ 訪問看護ステーションの看護師　□ その他

　□ 自施設（方法：　　　　　）　□ 医師会等の検査サービス 　□ 全ての症例について行っている　□ 症例によって行っている
　□ 民間企業への外注検査（企業名：　　　　）　□ 提携医療機関 　□ 行っていない
　□ その他（　　　　　　　　）

　□ 全ての症例について行っている　□ 症例によって行っている
　□ 血液専用保冷庫　□ 薬品用保冷庫　□ 家庭用冷蔵庫　□ その他 　□ 行っていない

　□ 常温　□ 保冷バック（発砲のケースなど）のみ 　 　□ はい　□ いいえ（行っていない理由：　　　　　　　　　　）
　□ 保冷バック+冷媒　□ その他（　　　　　　）

　輸血マニュアル：　□ 知っている　□ 知らない
　□ 医師　□ 看護師　□ 訪問看護ステーションの看護師　□ その他　 　輸血手帳　　　：　□ 知っている　□ 知らない

　Q10：輸血中、医師が患者の観察を行いますか

　Q3：在宅で輸血を実施した理由をおしえてください

　Q4：提携医療機関はありますか

　Q5：患者の血液型の確認を行っていますか

　Q1：在宅輸血において、使用したことのある輸血用血液製剤の種類

　Q2：輸血が必要となった主な疾患名をお答えください 　Q11：輸血中、看護師が患者の観察を行いますか

　Q12：輸血中、医療従事者が不在となることはありますか

　Q13：副作用発生時の対応方法についてお答えください

　Q14：輸血終了時に抜針をするのは誰ですか

　Q17：記録の保管（20年）は行っていますか

　Q18：「小規模医療機関における輸血マニュアル」「輸血手帳」をご存じですか

　Q19：その他ご意見など
　自由記載

　Q6：交差適合試験はどこで実施していますか

　Q7：血液製剤の保管方法についてお答えください

　Q8：自施設から患者宅への搬送方法についてお答えください

　Q9：輸血の実施者は誰ですか

　Q15：輸血前の患者検体の保管は行っていますか

　Q16：輸血前後の感染症検査を行っていますか
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％）が温度管理のできる持ち運び用小型冷蔵庫や
薬品保冷庫等を使用し，６施設（32％）が家庭用
冷蔵庫を使用していた。患者宅への搬送方法は，
持ち運び用小型冷蔵庫の使用が１施設（５％），保
冷バッグに保冷剤使用が15施設（79％）であった。
輸血の実施方法について表２に示した。開始時の
針刺しを医師が行う施設は16施設（84％）と多い
中，診療所や訪問看護ステーションの看護師が行
う施設が３施設（16％）あった。終了時の抜針は，
施設によりさまざまであったが，訪問看護ステー

ションの看護師が関与している施設が９施設（47
％）と多かった。在宅輸血の実施は，医師が針刺
しを行い，診療所や訪問看護ステーションの看護
師が抜針を行う体制が14施設（74％）だった。輸
血中の患者観察について表３に示した。医師によ
る実施が17施設（89％）で，うち15施設（79％）は
医師が輸血開始から平均30分間観察しており，
２施設（11％）は医師が輸血開始から終了まで実
施していた。また，医師が観察は行わず看護師が
輸血終了時まで行っている施設が２施設（11％）

表１　在宅輸血を実施した疾患名と理由
n＝19

設問 回答数（％）
輸血が必要な主な疾患名

（複数回答）
血液疾患による貧血 15（79％）
消化管や泌尿生殖器の出血による慢性貧血 11（58％）
血液疾患による血小板減少 8（42％）
がん化学療法後の貧血または血小板減少 6（32％）
腎性貧血 1 （5％）
その他（末期がんなど） 6（32％）

在宅で輸血を実施した理由
（複数回答）

患者からの希望 12（63％）
医療連携で病院より依頼されたため 11（58％）
終末期医療のため 9（47％）
身体障害があり通院に支障がある 7（37％）
病院まで距離が遠い 2（11％）

図２　医療機関での製剤管理について（n＝19）

その他（小型専用冷蔵庫）
1（5％）

製剤の保管方法

家庭用冷蔵庫
6（32％）

血液専用保冷庫
3（16％）

薬品保冷庫
9（47％）

その他（小型専用冷蔵庫）
1（5％）

保冷バック
2（11％）

保冷バック＋冷媒（保冷剤）
15（79％）

常温　1（5％）

患者宅への搬送方法
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あった。医師から診療所や訪問看護ステーション
の看護師に引き継がれる間など，輸血中に医療従
事者が不在になる時間が12施設（63％）で存在し，
その平均不在時間は78分であり，継続的な患者
観察が行われていなかった（表３）。有害事象発
生時の対応は，家族が医師の携帯電話へ連絡する
体制が15施設（79％），すぐに緊急搬送できるよ
うに提携医療機関等に連絡をする体制が６施設

（32％），医師がすぐに駆けつけられるよう輸血
実施中は遠方の患者宅訪問を避ける対応が８施設

（42％）であった。輸血前の患者検体の保管は，全
症例実施が５施設（26％），一部実施が１施設（５
％），未実施が13施設（68％）であり未実施の施設

が半数以上であった。輸血前後の感染症検査は，
全症例実施が７施設（37％），一部実施が６施設

（32％），未実施が６施設（32％）であった。記録
の保管は，20年間保管が16施設（84％），未実施
が３施設（16％）で，うち２施設はカルテと同じ
保管期間だった。東京都輸血療法研究会が作成し
た小規模医療機関輸血マニュアルと輸血手帳の認
知度は，それぞれ９施設（47％）と８施設（42％）
であった。

【考　　察】
東京都内の在宅輸血の現状を把握する目的で，

平成28年度に在宅輸血を実施した19医療機関に

表３　輸血中の患者の観察について
n＝19

設問 回答数（％） 平均時間（分）
輸血中，医師が患者の観察を行う 輸血開始から〇分以内 15	（79％） 28

輸血開始から輸血終了   2	（11％）
輸血開始から輸血終了後〇分   0
行っていない   21)	（11％）

輸血中，看護師が患者の観察を行う 輸血開始から〇分以内   5	（26％） 26
輸血開始から輸血終了   5	（26％）
輸血開始から輸血終了後〇分   2	（11％） 11
行っていない   12)	（5％）
その他   63)	（32％）

輸血中に医療従事者が不在となる時間 あり 12	（63％）
　ありの場合，不在となる時間 78
なし   7	（37％）

1) 輸血中，看護師のみで観察を行っている
2) 輸血中，医師のみで観察を行っている
3) 輸血中，医師と看護師が入れ替わりで観察を行っている

表２　在宅輸血時の実施者の職種
n＝19

輸血（針刺し）実施者 終了時（抜針）実施者 回答数（％）
医師 訪問看護師 5（26％）
医師 医師 2（11％）
医師 看護師 2（11％）
医師 医師・看護師 2（11％）
医師・看護師 医師・看護師 2（11％）
看護師 看護師 2（11％）
医師 医師・訪問看護師 1 （5％）
医師 医師・看護師・訪問看護師 1 （5％）
訪問看護師 訪問看護師 1 （5％）
医師 看護師・訪問看護師 1 （5％）
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対し聞き取り調査を行った。設問作成の参考とし
た山形県の調査結果4)によると在宅輸血実施理由
で最も多かったのは，患者からの希望であり，次
いで通院が困難なことであったと報告されてい
る。本調査では通院が困難であるとの回答は２施
設にとどまっており，東京都では医療機関までの
距離の近さや交通網の充実により，通院が比較的
容易であることが推測された。他方で，約６割が
医療連携による病院からの依頼を在宅輸血実施理
由として回答しており，同理由は山形県の調査結
果4)では回答がなかった。今後，国の政策である
急性期医療から慢性期医療としての長期療養介護
施設や在宅医療へとシフトさせる「地域包括ケア
システム」の推進が見込まれる中で，東京都では
医療連携を背景とする在宅輸血の実施がさらに増
加していくことが予想された。

山形県の調査結果4)では患者血液型を確認して
いない，また交差適合試験未実施と回答した施設
があったが，本調査では，すべての医療機関が１
回以上の血液型検査および交差適合試験を実施し
ており，輸血に伴う最低限の検査が行われている
ことが確認できた。交差適合試験の実施場所とし
て，山形県の調査結果4)では医師会等の検査サー
ビスや提携病院の検査部門との回答があり，交差
適合試験を委託できる機関が限られていると考察
されているが，本調査では自施設での実施を除く
とすべて民間企業の外注検査で行われており，東
京都では輸血関連検査の外部委託が容易であると
推測される。

血液製剤の保管に約３割の施設が家庭用冷蔵庫
を使用しているなど，製剤保管に課題が残るもの
の，９割以上の施設が患者宅への製剤搬送に保冷
バックを使用して注意が払われており，温度管理
についての知識を持っていることが分かった。

一方，課題は輸血中の患者観察であった。すべ
ての医療機関で医療従事者による輸血開始後５
分，15分の患者観が行われていたが，その後，
輸血中に医療従事者が１時間以上不在になる施設

が半数以上あり，輸血中の継続的な患者観察が行
われておらず，輸血有害事象発生時の対応が不十
分であることが伺えた。

本調査の中で，血小板製剤投与時にアナフィラ
キシーショックが発生し，患者宅で救命対応後，
提携医療機関に緊急搬送された事例があり，その
後は洗浄血小板製剤を使用している施設があっ
た。この事例では，医師が観察中の副作用発生で
あったため，患者救命が可能であった。

このように輸血には有害事象が出現するリスク
が存在するため，輸血開始から終了まで，医療従
事者が患者観察を実施するのが望ましいが，現実
的には不在時間が発生してしまう。また輸血終了
後に発現する重篤な有害事象も存在する。そこで
在宅輸血における患者観察の適切な実施には，日
本輸血・細胞治療学会が「在宅赤血球輸血ガイ
ド」7)で提唱する患者付添人が必要不可欠だと感
じた。患者付添人は，輸血後も患者の看視ができ，
病状変化時に適切に対応できる成人と規定されて
いることから，医療従事者の不在時間を補うこと
ができると考える。また，在宅医療（輸血）を行っ
ていく上で，この患者付添人と医療従事者の連携
および信頼関係の強化も重要になる。なお，本調
査では在宅輸血時の有害事象の有無等については
調査を行っていないが，今後，在宅輸血における
有害事象等情報の把握も必要であると考える。

山形県の調査結果4)と同様，東京都でも訪問看
護ステーションの在宅輸血への関与が判明した。
在宅輸血実施時に，訪問看護ステーションの看護
師が針刺し，抜針，患者観察など多くの重要な場
面で関与していた。しかし，輸血用血液製剤の供
給実績からは知ることのできない施設であるた
め，医薬情報担当者の訪問や郵送による輸血に関
する情報提供は行っていない。今後，東京都輸血
療法研究会とも情報を共有し，訪問看護ステーシ
ョンへの輸血関連情報の提供や問い合わせ先とし
ての学術課の周知を行うことで，安全な輸血療法
の推進に貢献していきたい。
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